
のびのびについて
越谷市児童発達支援センター

のびのびは集団生活を円滑に行えるようグループでの療育を下記の専門職が提供するものです。

＊療育内容については活動ごとに目標を設定し５つの視点で支援を行います。

＊当日保護者の方に活動内容やねらいなどを提示したプログラムを配布します。
年齢や内容によって異なりますが、保護者の方も参加していただきます。

＜のびのびのご利用について＞
＊児童発達支援センターでご家族への聞き取りや専門職による評価等を行います。
＊通所受給者証の手続きが必要です。
通所受給者証については『障害児通所支援について(ページ番号９０４３)』をご参照ください。

＊利用者負担︓利用額の原則1割負担。世帯の所得状況によって負担上限額があります。
（なお、幼児教育、保育の無償化に伴い、就学前３〜５歳児の利用負担額は無償化されます。）
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時間帯︓１４︓００〜１５︓４５
頻 度︓月に1回
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５つの視点で支援をします︕

保護者全員と職員でフィードバック等を行います

広々としたお部屋で行います

〜のびのびの流れ（例）〜

【お問い合わせ】 越谷市児童発達支援センター０４８－９４０－５９６１


